
別表：　助成額の算定式　（1,000円未満切捨てです。ここでは目安として、合算した助成率を示しています。）

助成対象事業費

  《助成対象事業費》は、 以下のうち低い方の金額を採用。 300万円以下 《助成対象事業費》×5/6

600万円超え 《助成対象事業費》×1/3 + 200万円

3,600万円以下 《助成対象事業費》×5/6

3,600万円超え
7,200万円以下

《助成対象事業費》×1/2 + 1,200万円

《助成対象事業費》×1/6　

※ 5,000㎡超の場合は、面積按分により計算してください。

※ 5,000㎡超の場合は、面積按分により計算してください。
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計算式B

《助成対象事業費》×1/3

　　　・《計算式A》×1/4以内

　　　・《設計費用》×1/6以内

 　以下のうち低い方の金額を採用。

 　以下のうち低い方の金額を採用。

　　　・《計算式A》×1/10以内

　　　・《助成対象事業費》×1/15以内

※（　）内はIs値0.3未満の場合 ※（　）内はIs値0.3未満の場合

別表-(ロ) 別表-(ハ)

 耐震診断における総合評点（Is値）が0.3未満の

 場合は、別表-(ニ)の金額が加算されます。
-

（イ）

　　【お問い合わせ先】目黒区建築課耐震化促進・狭あい道路整備係　03-5722-9490

（ニ）

5,000㎡超えの部分 《加算の基準額》×23/60　（面積按分により計算してください。）

《加算の基準額》×17/30 + 2,000円

※マンションとは、２以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分が
あるもののうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、
かつ、地階を除く階数が原則として３階以上のもの。

5,000㎡超えの部分

（ㇵ）

5,000㎡超えの部分 《助成対象事業費》×1/6　

5,000㎡
以下

の部分

5,000㎡以下の部分

  《助成対象事業費》は、 以下のうち最も低い金額を採用。

（ロ）

助成額の算定式 別表-(イ)

注意事項 -

7,200万円超え 《助成対象事業費》×1/3 + 2,400万円

300万円超え
600万円以下

《助成対象事業費》×1/2 + 100万円

  《助成対象事業費》は、 以下のうち最も低い金額を採用。

計算式A

助成基準単価

  1,000 ㎡以下の部分・・・5,000 円/㎡ 下記以外の場合・・51,200 円/㎡（56,300円/㎡） 下記以外の場合・・51,200 円/㎡（56,300円/㎡）

  1,000㎡超え2,000㎡以下の部分・・・3,500 円/㎡ ﾏﾝｼｮﾝの場合・・50,200 円/㎡（55,200円/㎡） ﾏﾝｼｮﾝの場合・・50,200 円/㎡（55,200円/㎡）

 2,000㎡を超える部分・・・2,000 円/㎡ 　住宅の場合・・34,100 円/㎡ 　住宅の場合・・34,100 円/㎡

免震工法等の特殊工法の場合・・・83,800 円/㎡

適用期間 令和７年度中に着手 令和７年度中に補強設計に着手 令和７年度中に着手

補強設計 改修 除却・建替え
（約1/3～5/6助成) （約1/3～5/6助成) （約1/3助成) 

※加算の助成額は、

（ロ）で算出した助成額

の1/3が限度です。

＋

下記以外延床面積×56,300円/㎡

マンション延床面積×55,200円/㎡

住宅延床面積×34,100円/㎡

A：改修工事費用

B：C・D以外延床面積×76,800円/㎡

C：マンション延床面積×75,300円/㎡

D：住宅延床面積×51,150円/㎡

《加算の基準額》は、以下の算出結果のうち低い方の金額を採用。

－

（※負の数になる場合は、加算なし。）

A：延床面積×助成基準単価

B：工事費用

C：D・E以外・・・5億1,200万円

D：ﾏﾝｼｮﾝ・・・5億 200万円

E：住宅・・・3億4,100万円

A：延床面積×助成基準単価

B：工事費用

C：D・E以外・・・5億1,200万

円

D：ﾏﾝｼｮﾝ・・・5億 200万円

A：延床面積×助成基準単価

B：設計費用


